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津市告示第２７８号 

平成２５年産麦に係る農作物共済（災害収入共済方式）の共済金の支払額を

決定したので、津市農業共済条例（平成１８年津市条例第１８５号）第４１条

の規定により、農作物共済加入者ごとに共済金の支払額、農作物共済減収量、

共済金の支払期日及び共済金の支払方法を次のとおり公表する。 

平成２５年１２月３日 

津市長 前 葉 泰 幸   

共済金支払額及び減収量等一覧 

加入者 地域 地区 
共済金支払額 

 （円）

減収量 

(㎏)
支払期日 支払方法 

Ａ 津 安東 12,080 550

平成 25 年 

12 月 13 日 
口座振込 

Ｂ 津 神戸 52,762 1,400

Ｃ 津 神戸 67,226 1,614

Ｄ 美里 辰水 63,358 914

Ｅ 美里 辰水 471,783 6,085

Ｆ 美里 辰水 186,486 1,861

Ｇ 安濃 草生 1,296,052 16,735

Ｈ 安濃 安濃 924,929 8,100

Ｉ 安濃 安濃 870,754 7,624

９人 計 3,945,430 44,883



津市告示第２７９号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を変更した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２５年１２月３日 

 津市長 前 葉 泰 幸   

１ 路線名  ７９８ 久保垣内４号線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市芸濃町楠原字久保垣内 447 番 1

地先から 

津市芸濃町楠原字久保垣内 504 番 1

地先まで 

旧 3.0～6.0 100.0 

津市芸濃町楠原字久保垣内 447 番 1

地先から 

津市芸濃町楠原字久保垣内 504 番 1

地先まで 

新 7.0～13.0 100.0 

２ 路線名 ２０９２ 立花笠張線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市白山町川口字立花 7489 番 1 地先

から 

津市白山町川口字立花 7475 番地先ま

で 

旧 4.0～5.0 224.0 

津市白山町川口字立花 7489 番 1 地先

から 

津市白山町川口字立花 7475 番地先ま

で 

新 10.5～13.5 224.0 



津市告示第２８０号 

 下記の者の差押調書（謄本）、配当計算書（謄本）は、住所居所不明のため、

送達することができないので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達す

る。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２５年１２月３日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○ ○○○○○○ ○○

○○○ ○○○ ○

○○○○○ 

差押調書（謄本）、配当

計算書（謄本） 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第２８１号 

 下記の者の平成２５年度２期固定資産税・都市計画税督促状及び納期限変更

告知書は、住所居所不明のため、送達することができないので、地方税法第２

０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２５年１２月３日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

松阪市大塚町３４８番地 太陽商事株式会社 平成２５年度２期固定

資産税・都市計画税督促

状、納期限変更告知書 

松阪市大塚町３４８番地 太陽商事株式会社ほ

か１名 

平成２５年度２期固定

資産税・都市計画税督促

状、納期限変更告知書 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第２８２号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２５年１２月４日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

４５１７８１ 平成２５年１０月１日 平成２５年１１月８日

５１０３９６ 平成２５年１０月１日 平成２５年１１月５日

５１４０９０５ 平成２５年１０月１日 平成２５年１１月６日

９２１３１４７ 平成２５年１０月１日 平成２５年１１月４日



津市告示第２８３号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例第１２条第２項、第１３条第２項及

び第１４条の規定に基づき撤去し、保管している自転車等について、同条例第

１６条第２項の規定により次のとおり告示する。 

 平成２５年１２月６日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

柳山津興地内 １ 平成２５年１１月 ６日 

桜橋地内 １ 平成２５年１１月 ６日 

半田地内 ２ 平成２５年１１月 ８日 

栄町地内 １ 平成２５年１１月１１日 

柳山津興地内 ２ 平成２５年１１月１４日 

大門地内 １ 平成２５年１１月１４日 

乙部地内 １ 平成２５年１１月１５日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年１１月１８日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年１１月１８日 

津新町駅北公共自転車等駐車場 １７ 平成２５年１１月２１日 

津新町駅南公共自転車等駐車場 ２４ 平成２５年１１月２１日 

津新町駅南第二公共自転車等駐車場 ７ 平成２５年１１月２１日 

津新町駅南第三公共自転車等駐車場 ６１ 平成２５年１１月２１日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年１１月２５日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年１１月２５日 

神戸地内 １ 平成２５年１１月２５日 

柳山津興地内 ２ 平成２５年１１月２７日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年１１月２８日 

高茶屋小森町地内 ８ 平成２５年１１月２８日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年１１月２９日 

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 



垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第２８４号

平成２５年産水稲に係る農作物共済（一筆方式）の共済金の支払額を決定し

たので、津市農業共済条例（平成１８年津市条例第１８５号）第４１条の規定

により、農作物共済加入者ごとに、共済金の支払額、農作物共済減収量、共済

金の支払期日及び支払方法を別紙のとおり公表する。

平成２５年１２月１２日

津市長 前 葉 泰 幸  















津市公告第１８４号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２５年１２月５日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２５年１２月２日

２ 抑留期間 平成２５年１２月９日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 
津市新町一

丁目 
柴犬 黒 雌 中型 

９１日

以上 
首輪あり 

２ 津市野田 雑種 
うす茶

黒 
雄 中型 

９１日

以上 
首輪あり 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第１８５号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２５年１２月５日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２５年１２月３日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市芸濃町椋本字西豊久野２７８２番１ほか９筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市安濃町妙法寺１０１５番３

株式会社 山一企画 代表取締役 山下 一彦 



津市公告第１８６号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定によ

る道路の位置を指定しましたので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令

第４０号）第１０条第１項の規定により次のとおり公告します。 

  平成２５年１２月６日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 指定にかかる道路の種類 

   第４２条第１項第５号 

２ 指定の年月日  

平成２５年１２月３日 

３ 指定道路の位置 

津市久居野村町字八丁８１５番４ 

４ 指定道路の延長及び幅員 

延長 １８．９メートル 

幅員  ５．０メートル 



津市公告第１８７号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２５年１２月９日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２５年１２月４日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市久居野村町字東生子８９３番８８ほか３筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  松阪市春日町三丁目１７６番地３４

株式会社レアルジャパン 代表取締役 高橋 栄 



津市公告第１８８号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２５年１２月１０日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２５年１２月６日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市一身田中野字小向２０６番６の一部ほか５筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  鈴鹿市南玉垣町６５０７番地の２

株式会社リードテック 代表取締役 上野 直人 



津市公告第１８９号

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により、津市農用地利用集積計画を定めましたので、同法第１９条の規定によ

り公告します。

  平成２５年１２月１０日

津市長 前 葉 泰 幸  



津市公告第１９０号

 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第１

項の規定により津市農業振興地域整備計画を別冊のとおり変更し、同条第４項

において準用する同法第１１条第２項の規定により提出された意見書の要旨及

び当該意見書の処理の結果を別紙のとおり公告します。

なお、別冊及び別紙は省略し、津市農林水産部農林水産政策課に備え置いて

縦覧に供します。

  平成２５年１２月１３日

津市長 前 葉 泰 幸  



津市公告第１９１号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２５年１２月１３日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２５年１２月１０日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市河芸町浜田字小脇１９８番ほか３１筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  鈴鹿市池田町４８番地

株式会社アド加藤 代表取締役 加藤 哲也 

鈴鹿市西条一丁目９番７号

株式会社第一不動産販売 代表取締役 安田 武史 



津市水道局公告第１７号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２５年１２月２日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎  

記 

別紙のとおり 







津市選挙管理委員会告示第７６号

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項及び第７５条第１項

並びに市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）第４条第

１項及び第５条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の５０分の１の数、

同法第４条第１１項及び第５条第１５項の規定による選挙権を有する者の総数

の６分の１の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条

第１項、第８６条第１項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和

３１年法律第１６２号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の

３分の１の数を次のとおり告示する。

 平成２５年津市選挙管理委員会告示第６２号は、廃止する。

  平成２５年１２月２日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ ５０分の１の数       ４,５７８人 

２  ６分の１の数     ３８,１４２人 

３  ３分の１の数     ７６,２８４人



津市選挙管理委員会告示第７７号

 平成２６年１月２６日執行予定の津市議会議員選挙に関し、公職選挙法施行

令（昭和２５年政令第８９号）第１７条ただし書の規定により選挙人名簿の登

録の移替えをしない期間を次のとおり定める。

  平成２５年１２月２日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

移替えをしない期間

 平成２５年１２月２５日から平成２６年１月２６日まで



津市監査委員告示第７号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第２項、第４項、第５項

及び第７項の規定に基づき実施した監査の結果に関する報告を、同条第９項の

規定により次のとおり公表する。 

  平成２５年１２月２日 

津市監査委員 渡 邊   昇 

                                    津市監査委員  駒 田 修 一 

                                    津市監査委員 安 藤 友 昭 

                                    津市監査委員 福 田 慶 一 

第１ 監査の対象部局等 

 １ 地方自治法第１９９条第２項及び第４項に基づく監査（以下「定期監

査及び行政監査」という。） 

    本件監査の結果に関する報告の対象となる定期監査及び行政監査の対

象部局等は、次のとおりである。 

  （１）部局 

 三重短期大学事務局（大学総務課、学生部、附属図書館） 

  （２）出張所 

    ア 高野尾出張所 

イ 大里出張所 

ウ 白塚出張所 

エ 安東出張所 

オ 櫛形出張所 

カ 雲出出張所 

（３）市立保育所 

    ア 栗真保育園 

    イ 乙部保育園 

    ウ 橋南保育園 

    エ ひとみね保育園 

  （４）市立学校・市立幼稚園 

ア 市立小学校 



（ア）敬和小学校 

（イ）藤水小学校 

（ウ）白塚小学校 

（エ）南が丘小学校 

（オ）立成小学校 

（カ）芸濃小学校 

（キ）波瀬小学校 

（ク）家城小学校 

イ 市立中学校 

東橋内中学校 

ウ 市立幼稚園 

（ア）藤水幼稚園 

（イ）神戸幼稚園 

（ウ）白塚幼稚園 

（エ）白山幼稚園 

２ 地方自治法第１９９条第５項に基づく監査（以下「随時監査」という。） 

    随時監査の対象としたは、平成２５年４月現在施工中の次の工事（繰

越明許費に係る工事）である。 

（１）平成２４年度南道新補第２号 塔世橋南郊線道路改良工事（工事場

所：津市雲出本郷町地内 所管部局：建設部建設整備課） 

（２）平成２４年度下建公補第３５号 津北部第１３処理分区公共下水道

工事（その１）（工事場所：栄町三丁目ほか２町地内 所管部局：下水

道部下水道建設課） 

３ 地方自治法第１９９条第７項に基づく監査（以下「財政援助団体等監

査」という。） 

財政援助団体等監査の対象としたのは、次のとおりである。 

（１）財政援助団体の監査 

ア 津市交通安全対策会議（財政援助の内容：津市交通安全対策会議

負担金の交付 所管部局：市民部市民交流課） 

イ 津シティマラソン実行委員会（財政援助の内容：津シティマラソ

ン振興事業補助金の交付 所管部局：スポーツ文化振興部スポーツ

振興課） 

ウ 公益社団法人津市シルバー人材センター（財政援助の内容：津市



シルバー人材センター事業補助金の交付 所管部局：健康福祉部高

齢福祉課） 

エ 津花火大会実行委員会（財政援助の内容：津花火大会事業補助金

の交付 所管部局：商工観光部観光振興課） 

オ 津市鳥獣害防止対策推進協議会（財政援助の内容：津市鳥獣害防

止対策推進協議会負担金の交付 所管部局：農林水産部農林水産政

策課） 

カ 津市森林セラピー基地運営協議会（財政援助の内容：津市森林セ

ラピー基地運営協議会負担金の交付 所管部局：美杉総合支所地域

振興課） 

キ 津市学校給食協会（財政援助の内容：学校給食研究事業補助金の

交付 所管部局：教育委員会事務局学校教育課） 

（２）出資団体の監査 

ア 津市土地開発公社(所管部局：政策財務部財産管理課） 

イ 株式会社まちづくり津夢時風（所管部局：商工観光部商業振興労

政課) 

ウ 株式会社津サイエンスプラザ(所管部局：商工観光部工業振興課) 

エ 青山高原保健休養地管理株式会社(所管部局：商工観光部観光振

興課） 

オ 株式会社伊勢湾ヘリポート（所管部局：都市計画部交通政策課） 

（３）指定管理者の監査 

ア 津市白塚市民センター運営委員会（所管部局：市民部市民交流課） 

イ 津市高茶屋市民センター運営委員会（所管部局：市民部市民交流課） 

ウ 青山高原保健休養地管理株式会社（所管部局：白山総合支所地域

振興課） 

エ 美杉林業研修集会施設管理運営協議会（対象施設：津市美杉林業

研修集会施設「グリーンハウス美杉」 所管部局：美杉総合支所地

域振興課） 

第２ 監査の対象年度及び事項 

   監査の対象年度及び事項は、次のとおりである。 

１ 定期監査及び行政監査 

平成２５年６月以前に監査を実施した出張所、市立保育所及び市立学



校・市立幼稚園については、原則として平成２４年度の財務及び事務の

執行を対象とし、同年９月に監査を実施した三重短期大学事務局につい

ては、原則として平成２５年度の財務及び事務の執行を対象とした。 

２ 随時監査 

監査対象工事に係る財務の執行を対象とした。 

 ３ 財政援助団体等監査 

（１）財政援助団体の監査 

主に平成２１年度から平成２３年度までの市の財政援助に係る出

納その他の事務の執行を対象とした。 

（２）出資団体の監査 

主に平成２１年度から平成２３年度までの出資団体における出納

その他の事務の執行を対象とした。 

（３）指定管理者の監査 

主に平成２１年度から平成２３年度までの指定管理に係る出納そ

の他の事務の執行を対象とした。 

第３ 監査の期間 

監査の期間は、平成２５年４月８日から同年１１月２２日までである。 

第４ 監査の方法 

監査の方法は、監査の種別ごとに主に次の諸点に着眼し、監査対象部局

等から提出を受けた資料、関係諸帳簿等を調査するとともに、関係職員に

説明を求めた。

また、随時監査にあっては、所管部局から提出を受けた資料のほか、設

計方針、積算、契約、施工計画、施工管理、出来形等の関係書類を調査す

るとともに、現地調査を実施し、所管部局の職員及び工事請負業者に説明

を求めた。

なお、工事技術調査業務を公益社団法人大阪技術振興協会に委託し、そ

の調査報告書を参考とした。

１ 定期監査及び行政監査 

（１）予算の執行は、計画的かつ効率的に行われているか。 

（２）会計及び事務処理は、法令等の規定に基づき適正に行われているか。 

（３）現金の取扱いは、適正に行われているか。 



（４）財産の管理は、適正に行われているか。 

（５）各種の帳簿、書類の記帳、保管等は、適正に行われているか。 

（６）事務事業は、効率的かつ効果的に行われているか。 

２ 随時監査 

（１）仕様書、図面及び設計図書は、適切に作成されているか。 

（２）積算の数量及び金額は、正確で、算出根拠は、明確となっているか。 

（３）施工計画は、適切に作成され、工程管理は、適切に行われているか。 

（４）各種検査、材料試験等は、適切に行われ、記録は整備・記帳されて

いるか。 

（５） 現場の安全管理及び現場周辺への安全対策は、適切に行われている

か。 

３ 財政援助団体等監査 

（１）財政援助団体の監査 

ア 財政援助団体関係 

（ア）補助金等交付対象事業は、事業計画、補助金等の交付条件に従

って実施されているか。 

（イ）補助金等に係る会計処理及び精算は、適正に行われているか。 

（ウ）関係諸帳簿及び支払証書は、適正に整備・記帳されているか。 

イ 所管部局関係 

（ア）補助金等充当経費の内容確認、交付条件の履行確認及び補助効

果の検証は、適正に行われているか。 

（イ）補助金等の額は、経済的に妥当なものとなっているか。 

（２）出資団体の監査 

ア 出資団体関係 

（ア）経営成績及び財政状態は良好か。 

（イ）会計処理及び財産管理は、適正に行われているか。 

（ウ）関係諸帳簿及び支払証書は、適正に整備・記帳されているか。 

イ 所管部局関係 

出資団体の経営成績等を十分に把握し、必要に応じて、出資者と

して適正に権利を行使しているか。 

（３）指定管理者の監査 

ア 指定管理者関係 

（ア）指定管理は、条例、協定書等の規定に基づき、適正かつ効率的



に行われているか。 

（イ） 指定管理に係る会計処理及び財産管理は、適正に行われてい 

るか。 

イ 所管部局関係 

（ア）指定管理者の指定は、適正かつ公正に行われているか。 

（イ）指定管理者に対し適時に報告を求め、必要に応じて、調査し、

又は指示を行っているか。 

第５ 監査の結果 

監査の結果、監査対象部局等における財務及び事務の執行のうち、その

是正措置を講じることなどを求める事項（極めて軽微な事項及び既に措置

が講じられた事項を除く。）については、次に記載するとおりである。これ

らの事項がない監査対象部局等については、特に記載していない。 

なお、市長その他関係のある執行機関は、当該監査の結果に基づき、又

はこれを参考として措置を講じたときは、地方自治法第１９９条第１２項

の規定に基づき、その旨を監査委員に通知されたい。 

１ 財政援助団体等監査 

（１）出資団体の監査 

     青山高原保健休養地管理株式会社(所管部局：商工観光部観光振興課） 

出資団体の概要及び指摘事項は、次のとおりである。 

   ア 出資団体の概要（注）

資 本 金 ３６，５００，０００円

市の出資の状況 出 資 額 １９，６７０，０００円

出 資 比 率 ５３．９％

主な業務の内容 青山高原保健休養地の維持管理及び整備 

財 務 の 状 況 資 産 ４５，８３６，８９０円

負 債 ５２７，５４１円

純資産
資本金 ３６，５００，０００円

剰余金 ８，８０９，３４９円

負債・純資産合計 ４５，８３６，８９０円

損 益 の 状 況 営 業 利 益 △１，０２２，５８７円

経 常 利 益 △１３２，９０７円

当 期 純 利 益 △１３２，９０７円



（注）出資団体の概要は、所管部局が提出した監査資料及び平成２３年度（平成２３

年４月１日～平成２４年３月３１日）の収支決算書を参考にまとめたもので

ある。「△」は、損失を意味する。 

イ 指摘事項 

      自治共益費の取扱いについて、損益計算書の収入の部には、確実

に収入が見込まれるもののみが計上され、また、貸借対照表の資産

の部には、当該収入のうち期末現在で徴収されていないもののみが

未収入金として計上されている。

このように徴収が困難である自治共益費を当初から計上しない経

理方法は、徴収すべき自治共益費の総額が認識できないばかりでな

く、出資団体の経営成績や財務状況を正しく把握できないことが懸

念されることから、当該経理方法の見直しについて検討されたい。

（２）指定管理者の監査 

ア 津市高茶屋市民センター運営委員会(所管部局：市民部市民交流課） 

      指定管理の概要及び指摘事項は、次のとおりである。 

    （ア）指定管理の概要（注）

施 設 の 名 称 津市高茶屋市民センター 

施設の設置目的 住民相互の連帯意識の高揚を図り、住民の地域活動

の拠点として、健全な地域社会の形成に寄与する 

指 定 管 理 者 津市高茶屋市民センター運営委員会 

主 な 指 定 管 理

業 務 の 内 容

センターの使用の許可及び施設、設備器具等の維持

管理に関する業務 

（注）指定管理の概要は、所管部局が提出した監査資料等を参考にまとめたもの

である。 

（イ）指摘事項 

      津市高茶屋市民センター運営委員会旅費及び費用弁償費支給規

程においては、職員が私用車を使用して出張するときの旅費とし

て、走行距離数が１０キロメートル未満のときは１回につき２０

０円、１０キロメートル以上のときは１回につき４００円を支給

する旨が、また、運営委員が会議等に出席したときは、費用弁償

として日額２，０００円を支給する旨が定められている。

当該規程に定める旅費及び費用弁償の額については、本市の規

程に定める額と比べ高額であることから、その妥当性について検



討されたい。

イ 美杉林業研修集会施設管理運営協議会(所管部局：美杉総合支所

地域振興課） 

      指定管理の概要及び指摘事項は、次のとおりである。 

    （ア）指定管理の概要（注）

施 設 の 名 称 津市美杉林業研修集会施設「グリーンハウス美杉」

施設の設置目的 地域林業活動の活性化を図り、本市の林業の振興に

資する 

指 定 管 理 者 美杉林業研修集会施設管理運営協議会 

主 な 指 定 管 理

業 務 の 内 容

研修施設の使用の許可及び施設、設備器具等の維持

管理に関する業務 

（注）指定管理の概要は、所管部局が提出した監査資料等を参考にまとめたもの

である。 

（イ）指摘事項 

       美杉林業研修集会施設管理運営協議会(以下「協議会」という。)

は、指定管理に係る基本協定書の仕様書の定めるところにより、

市所有の物品について、毎年度終了後、その現在高を本市に報告

する必要があるが、これがなされていなかったことから、所管部

局にあっては、協議会に対し、報告の徹底を指導されたい。

第６ 監査意見 

今回、津市学校給食協会に対し、財政援助団体の監査を実施したが、そ

の結果、当該監査の対象とした学校給食研究事業補助金に係る出納その他

の事務の執行については、特に是正措置を講じることなどを求める事項は

なかったところである。 

ただ、本協会において、元臨時職員による不正経理が行われ、また、そ

の事実が平成１６年６月から約９年間もの間、発覚しなかったことは、学

校給食に対する市民の信頼を著しく損なわせたものであり、非常に遺憾で

ある。 

本協会にあっては、この事件の原因を、元臨時職員個人の問題としてで

はなく、経理上の処理方法及び決裁過程におけるチェック体制をはじめと

して、相互の仕事内容など情報の共有化が図られていなかったという組織

風土の問題として捉え、再発防止に一層努めるよう、意見するものである。 



津市監査委員告示第８号

 市長が監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として講じた措

置について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項

の規定に基づく通知があったので、その要旨を次のとおり公表する。

  平成２５年１２月２日

                   津市監査委員 渡 邊   昇 

                                   津市監査委員 駒 田 修 一 

                                   津市監査委員 安 藤 友 昭 

津市監査委員 福 田 慶 一 

１ 平成１９年１２月１９日付け津市監査委員告示第１２号公表分 

（１）下水道部 

  ア 下水道政策課（下水道管理課（当時）） 

監査の結果

（措置が講じ

られた部分に

限る。以下同

じ。） 

受益者分担金・負担金及び下水道使用料の平成１８年度末収

入未済額は、それぞれ３，５５２万２千円及び１億７２５万１

千円と相当額になっているため、今後とも負担の公平及び歳入

確保の観点に立った滞納対策の強化を図られたい。 

措置の内容 受益者分担金・負担金については職員による訪問、電話催告

等を実施し、また、下水道使用料については徴収事務の委託先

である水道局及び収納業務を行う民間法人と連携することに

より、負担の公平及び収入確保の観点に立った滞納対策の強化

を図り、平成２４年度決算時点における収入未済額は、それぞ

れ２，３５１万２千円及び８，９２０万３千円まで減少した。

  イ 下水道建設課（下水道管理課（当時）） 

監査の結果 下水道普及向上預金（みずすまし預金）補助金について、計

算誤りが１件見られたので、適正に処理するよう指導した。 

措置の内容 当該計算誤りによる差額分３１，８００円については返還を

受けた。 



２ 平成２０年３月６日付け津市監査委員告示第４号公表分 

  一志総合支所 

   市民福祉課 

監査の結果 高岡老人憩いの家の指定管理について、同施設の指定管理基

本協定書の項目の一部に、条例の規定と整合しない、利用料金

収入の実績報告などに係る規定が見られることから、是正され

たい。 

措置の内容 高岡老人憩いの家の指定管理に係る基本協定書については、

使用料制に基づく内容となるよう文言整理を行った。

３ 平成２４年３月２日付け津市監査委員告示第１号公表分 

（１）市民部 

   市民課 

監査の結果 平成２３年度の時間外勤務・休日勤務の状況（注）について、

時間外勤務手当・休日勤務手当の支給対象となる戸籍・管理担

当の職員（臨時職員等を除く。）６人のそれぞれの時間外勤務

等時間数を見ると、３７時間（１か月当たりの平均時間外勤務

等時間数：７．４時間）から２６０時間（同：５２．０時間）

までの偏りがあるため、所属長は、職員の健康管理及び公務能

率の維持確保の観点から、時間外勤務等の必要性を十分に見極

め、一層の時間外勤務等の縮減、職員間の時間外勤務等の平準

化に取り組まれたい。

(注) 平成 23 年 10 月の監査委員質疑に係る資料(同年 8 月末日現在)

による。

措置の内容 窓口業務の委託及び業務分担の見直しにより、平成２５年度

における企画管理担当の職員（臨時職員等を除く。）の時間外

勤務等時間数（平成２５年１０月末日現在）は、最も少ない職

員で４４時間（１か月当たりの平均時間外勤務等時間数：６．

２時間）、最も多い職員で１１８時間（同：１６．９時間）と

なり、時間外勤務等の縮減及び職員間の時間外勤務等の平準化

を行うことができた。



（２）出資団体（所管部局） 

株式会社津センターパレス（商業振興労政課（商業労政振興課（当時））） 

監査の結果 株式会社津センターパレスは、中心市街地の賑わい創出等を

目的として、昭和５３年に津市（当時）、大手小売業者等の出

資により設立され、主に不動産の賃貸・管理に関する業務を行

っている。同社の第３４期の決算の状況を見ると、営業利益は

１億１，９５０万円を計上する一方、借入金、預り敷金等の支

払利息が生じる負債（これを「有利子負債」という。）が営業

キャッシュフロー（営業活動により得られた現金等の収支の状

況をいう。）に占める割合を示す営業キャッシュフロー有利子

負債倍率は５７．１倍（同社調べ）となり、一般的に安全性を

計る水準の１０倍を大きく超えていることから、過剰債務の可

 能性が高いことを懸念するものである。 

そして、営業収益である賃貸収入（第３４期決算：４億８，

６９２万円）のうち、市が設置している東分庁舎その他の公共

施設に係る賃貸収入が６３．７パーセントを占めるという状況

の中で、同分庁舎内の商工観光部、スポーツ文化振興部等が新

たな執務場所に移転する予定があるなど、今後の収益力の低下

が懸念されるため、同社は、市からの賃貸収入に依存しない経

営基盤の確立を目指し、長・中期的な経営改善計画を策定の上、

これを着実に推進するなど、一層の経営改善に取り組むことが

必要であると考える。 

一方、市は、「第三セクター等の抜本的改革等に関する指針」

（平成２１年６月総務省）を踏まえ、津市行財政改革中期実施

計画において、行政経営課が外郭団体の在り方の見直しに取り

組んでいるところであるが、商業労政振興課は、同社の経営状

況、資産・債務の状況を踏まえて、同社による事業の経済的・

社会的な意義、将来性等、広範かつ客観的に検討の上、市の関

与の在り方について、所管課としての方針を決定されたい。

措置の内容 株式会社津センターパレスについては、株式会社ダイエーが

債権及び株式を第三者に譲渡したことにより、同社が設定して

いた津センターパレスビルの土地・建物への抵当権も抹消とな

り、また、残った債務にも有利な条件を設定することができ、



 債務構造が改善された。さらに、中央公民館や老人福祉センタ

ー、児童館、障がい者相談支援センターなどの津センターパレ

スビルへの移転整備における津市への売却収入を返済に充て

ることにより財務体質も改善された。


